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大泉町新庁舎総合管理業務委託の実施に向けたサウンディング型市場調査実施要領

１ サウンディング型市場調査の目的

新庁舎の完成に際し、従来行ってきた施設の維持管理手法とは異なる効率的な庁舎管理

の実現、業務水準の向上、町民サービスの向上が見込める総合的な庁舎管理業務が重要で

あると考えます。

総合的な庁舎管理業務を実施するためには、その市場性の有無や事業効果など、様々な

事項について調査・検討を進める必要があり、本調査は民間事業者との「対話」を通じて

広く意見や提案を求め、今後の事業実施に向けた検討や管理業務に係る事業者募集要件の

整理等に活用することを目的としています。

２ 対象施設の概要

（１）土地に関する情報

住所 群馬県邑楽郡大泉町日の出１８８番、住吉２７４２番２

用途地域 第 1種中高層住居専用地域

防火地域等 指定なし

敷地面積 ２０，９２２．８４㎡

接道状況 ①北側（４２条１項一号道路）

２級路線町道２２号線 幅員１４．９～１５．１ｍ

②東側（４２条１項一号道路）

７ブロック町道２３号線 幅員１５．０ｍ

③南側（４２条１項一号道路）

７ブロック町道 ８号線 幅員９．０ｍ

④西側（４２条１項一号道路）

７ブロック町道２６号線 幅員８．０ｍ



2

建ぺい率 ６０％

容積率 ２００％

（２）建物に関する情報

着工 令和６年 7月

供用開始 令和８年５月（予定）

延床面積 ８，５６０．７１㎡

階数 地上３階（Ｒ階：塔屋）

構造等 鉄筋コンクリート造(ＰＣ造)⼀部鉄骨造

駐車場・駐輪場 車１５０台、自転車２４台

その他 開庁時間 ８:３０から１７：１５（土日祝日は閉庁）

※毎週土曜日は住民課・収納課窓口を開設。（予定）

（３）その他情報

交通機関 西小泉駅 徒歩約１０分（１ｋｍ）

※詳しくは、参考資料の「新庁舎建設基本設計【概要版】」をご覧ください。

３ 実施スケジュール

内容 日程

実施要領の公表 令和７年２月 ３日（月）

質問書の提出期限 令和７年２月１２日（水）

質問への回答 令和７年２月１９日（水）

参加申込み期限 令和７年２月２６日（水）から３月１０日（月）

資料の提出期限 令和７年２月２６日（水）から３月１０日（月）

実施期間 令和７年３月１７日（月）から３月２１日（金）

結果の公表（予定） 令和７年４月
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４ サウンディング（対話）

（１）サウンディングの参加資格

対象業務のうち、いずれかの業務の官公庁からの受注実績があり、事業主体となる

意向のある法人または法人のグループ。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に

該当する者。

② 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）ま

たは破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき手続き開始の申し立てをしている者。

③ 政治団体（政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第３条第１項に規定する政

治団体をいう。）または、宗教団体（宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第２条

に規定する宗教団体をいう。）及びその団体に係る活動を主たる目的としている者。

④ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）

に基づく処分を過去及び現在において受けている団体及びその代表者、主幹者また

はその他の構成員に該当する者。

⑤ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）又は暴力団関係事業者（暴

力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴

力団員と密接な関係を有する事業者をいう。）に該当する者。

⑥大泉町契約規則（平成 18 年大泉町規則第 6号）に基づく一般競争入札の参加制限又

は大泉町物品購入等業者指名停止等措置要綱に（平成 27 年大泉町告示第 9号）に基

づく指名競争入札の指名停止等の措置を受けている者。
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（２）サウンディング（対話）の内容

① 対象業務

ⅰ 統括管理業務

ⅱ 施設管理業務

ⅲ 施設保守点検業務

ⅳ 保安警備・受付業務

ⅴ 総合案内業務

ⅵ 清掃業務

ⅶ 環境衛生管理業務

ⅷ 植栽管理業務

② 対話のテーマ

ⅰ 庁舎の総合的な管理業務について

ⅱ 事業実施体制の考え方（発注者・受注者が担う業務の役割等）

ⅲ 長期契約における事業継続担保の考え方（望ましい契約期間）

ⅳ 町内事業者の受注機会及び本事業以外における連携について

ⅴ 業務開始までのスケジュール（必要な準備期間）

ⅵ 包括管理業務委託の今後の可能性、市場性の有無、メリット、デメリット

ⅶ 本業務への要望（例:プロポーザル提案募集時に町から提示してほしい資料など）

ⅷ その他

（３）質問書の提出

新庁舎施設の概要や本調査実施要領等について、サウンディングへの参加にあたり、

不明な点など質問を受け付けます。様式１「質問書」を期日までに下記申込先へ、参

加者の氏名、所属企業部署名（又は所属団体名）、電話番号を明記のうえ、電子メール

にてご提出ください。なお、件名は「【事業者名】新庁舎総合管理業務に関する質問書」

としてください。
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※質問内容を正確に把握するため、原則、お電話でのお問い合わせは受付けません。

（４）サウンディング参加の申込み

様式２「エントリーシート」に必要事項を記入し、電子メールにてお申し込みくだ

さい。電子メール送信後、電話等による到達確認をしてください。なお、件名は「【事

業者名】新庁舎総合管理業務に関する参加申込み」としてください。

※サウンディング参加の申込みをいただいたグループの担当者様あてに、実施日時

及び場所を電子メールにてご連絡します。事前にご提出いただくエントリーシートの

内容を踏まえ日程調整を行いますが、希望に沿えない場合もありますので、予めご了

承ください。

（５）資料の提出

当日サウンディングを効率的に行うため、可能な範囲で様式３「事前ヒアリングシ

ート」にご記入のうえ、下記提出先へ電子メールにてご提出をお願いいたします。

また、その他の説明資料の提出は必須ではございませんが、説明にあたり必要とな

る場合には、上記の事前ヒアリングシートと併せてご提出をお願いいたします。

なお、提出いただいた書類・資料は返却致しません。

質問期限 令和７年２月３日（月）から２月１２日（水）午後５時まで

提出先 ６問い合わせ・申込先のとおり

質問への回答 令和７年２月１９日（水）に町のホームページに掲載します。

※質問者の名称については、公表いたしません。

申込期限 令和７年２月２６日（水）から３月１０日（水）午後５時まで

申込先 ６問い合わせ・申込先のとおり

提出期限 令和７年２月２６日（水）から３月１０日（水）午後５時まで

提出先 ６問い合わせ・申込先のとおり
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（６）サウンディングの実施

（７）サウンディング結果の公表

サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。なお、参加事

業者の名称は公表しません。また、参加事業者のノウハウに配慮し、公表にあたって

は、事前に参加事業者へ内容の確認を行います

５ 留意事項

（１）参加事業者の取り扱い

サウンディングへの参加実績は、今後の事業者公募等のプロセスには無関係であ

り、優位性を持つものではありません。

（２）費用負担

サウンディングへの参加費用は、すべて参加事業者の負担とします。

（３）追加対話への協力

本サウンディング終了後も、必要に応じて追加のサウンディングやアンケート等

を実施させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。

（４）情報の取り扱い

提出書類の著作権はそれぞれの提案者に帰属し、町において提出書類等の目的外

での利用はいたしません。なお、提出書類等は返却しませんので、秘密事項を明確

実施期間 令和７年３月１７日（月）から３月２１日（金）午後５時まで

所要時間 １組：３０分から１時間程度（午前１０時～午後４時）

場所 大泉町役場内会議室

その他 参加事業者のアイデア及びノウハウの保護の観点からサウンディ

ングは個別に行います。

また、事業者側の出席人数は、１グループにつき４名以内として

ください。
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にするため、提案内容で特に秘密となる部分については（秘）マーク等を付記して

ください。

また、提案者においてもサウンディングにより知り得た情報を許可なく第三者に

伝えることを禁止します。

（５）電子メールの到達確認

各様式や資料等を電子メールにてご提出いただいた際に、到着確認のため返信を

させていただきます。万が一、２日間以上経過しても返信が来ない場合は、電話に

てご連絡いただきますようお願いいたします。

（６）サウンディング結果の反映

対象業務の範囲、事業費等の具体的な内容は、サウンディングの結果等を踏ま

え、検討します。

６ 問い合わせ・申込先

大泉町役場 財務部 契約管財課

住 所：〒３７０－０５９５

群馬県邑楽郡大泉町日の出５５番１号

電 話：０２７６－６３－３１１１

ＦＡＸ：０２７６－６３－３９２１

メールアドレス：keiyakukanzai@town.oizumi.gunma.jp


